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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信シンボルのセットから選択される1又は複数の入力通信シンボルを得るステップと
、
　非周期関数のセットから選択される1又は複数の非周期関数を使用して１又は複数の伝
送可能な波形に前記1又は複数の入力通信シンボルを変換するステップと、
　通信チャネルを通じて前記1又は複数の伝送可能な波形を伝送するステップと、を有し
、
　前記非周期関数のセットから選択される非周期関数の少なくとも１つは、以下の方程式
の形をとり、
【数３７】

　κ０は第一レベル振幅係数であり、ω０は第一レベル周波数定数であり、ｉはマイナス
1の虚定数平方根であり、κ１は第二レベル振幅係数であり、ω１は第二レベル周波数定
数であり、ｔは時間パラメーターであり、ｔ０は、初期時間であり、κ２は第三レベル振
幅係数であり、ω２は第三レベル周波数定数であり、ｍは波形条件である、通信方法。
【請求項２】
　κ０は、振幅を変調し、
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　ω０は、位相を変調し、
　κ１は、周波数を変調し、
　少なくともκ１及びω１の内の1つは、時間方向を変化させ、
　ｔ０は、時間シフトを変化させ、
　少なくともκ２及びω２の内の1つは、回転方向を変化させ、
　少なくともｍ、κ２、ω１及びω２の内の1つは、成長を変化させる、請求項１に記載
の通信方法。
【請求項３】
　前記非周期関数のセットにおける各非周期関数は、振幅、位相、周波数、時間方向、時
間シフト、回転方向及び成長のうちの少なくとも1つによって、前記非周期関数のセット
における他の非周期関数とは異なる、請求項１に記載の通信方法。
【請求項４】
　前記1又は複数の入力通信シンボル及び前記非周期関数のセットのうちの少なくとも1つ
は、変調器、コンピューター可読性媒体、コンピューター、衛星通信装置及びモバイル機
器のうちの少なくとも1つから得られる、請求項１に記載の通信方法。
【請求項５】
　前記1又は複数の伝送可能な波形のうちの少なくとも1つの1又は複数の部分は、前記1又
は複数の入力通信シンボルの少なくとも1つに対応する、請求項1に記載の通信方法。
【請求項６】
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、二成分伝送を使用して、前記通信チャネルを通じ
て発生及び伝送されるものの少なくとも1つである、請求項1に記載の通信方法。
【請求項７】
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、更に内部シンボル時分割多重化を使用して、前記
通信チャネルを通じて発生及び伝送されるものの少なくとも1つである、請求項6に記載の
通信方法。
【請求項８】
　前記1又は複数の伝送可能な波形の少なくとも1つは、ヘッド部分及びテール部分を含み
、その結果、前記テール部分が前記通信チャネルを初期条件に戻す、請求項1に記載の通
信方法。
【請求項９】
　前記1又は複数の入力通信シンボルは、変調器を使用して、前記1又は複数の伝送可能な
波形に変換される、請求項1に記載の通信方法。
【請求項１０】
　前記変調器は、エンコーダー及びパルス-整形フィルターのうちの少なくとも1つを備え
る、請求項9に記載の通信方法。
【請求項１１】
　前記エンコーダーは、前記通信シンボルのセットを前記非周期関数のセットにマッピン
グしている参照表を使用して得られる、請求項10に記載の通信方法。
【請求項１２】
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、送信機及び送受信機のうちの少なくとも1つを使用
して、前記通信チャネルを通じて発生及び伝送されるものの少なくとも1つである、請求
項1に記載の通信方法。
【請求項１３】
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、コンピューター、衛星通信装置及びモバイル機器
の少なくとも1つを使用して、前記通信チャネルを通じて発生及び伝送されるものの少な
くとも1つである、請求項1に記載の通信方法。
【請求項１４】
　前記1又は複数の伝送可能な波形を受信するステップと、
　前記1又は複数の伝送可能な波形を復調するステップと、を更に有する、請求項1に記載
の通信方法。
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【請求項１５】
　１又は複数の出力通信シンボルをユーザ、コンピューター可読性媒体、コンピューター
、衛星通信装置及びモバイル機器の少なくとも１つに伝えるステップを、更に有する、請
求項14に記載の通信方法。
【請求項１６】
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、受信機及び第二送受信機のうちの少なくとも1つを
使用して受信される、請求項14に記載の通信方法。
【請求項１７】
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、コンピューター、衛星通信装置及びモバイル機器
の少なくとも１つを使用して受信される、請求項14に記載の通信方法。
【請求項１８】
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、復調器を使用して復調される、請求項14に記載の
通信方法。
【請求項１９】
　前記復調器は、デコーダーを備える、請求項18に記載の通信方法。
【請求項２０】
　通信チャネルを通じて伝送される１又は複数の伝送可能な波形を受信するステップと、
　前記1又は複数の伝送可能な波形を復調するステップと、を有し、
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、非周期関数のセットから選択される1又は複数の非
周期関数を使用して構築され、
　前記非周期関数のセットから選択される非周期関数の少なくとも１つは、以下の方程式
の形をとり、
【数３８】

κ０は第一レベル振幅係数であり、ω０は第一レベル周波数定数であり、ｉはマイナス1
の虚定数平方根であり、κ１は第二レベル振幅係数であり、ω１は第二レベル周波数定数
であり、ｔは時間パラメーターであり、ｔ０は、初期時間であり、κ２は第三レベル振幅
係数であり、ω２は第三レベル周波数定数であり、ｍは波形条件である、通信方法。
【請求項２１】
　１又は複数の出力通信シンボルをユーザ、コンピューター可読性媒体、コンピューター
、衛星通信装置及びモバイル機器の少なくとも１つに伝えるステップを、更に有する、請
求項20に記載の通信方法。
【請求項２２】
　κ０は、振幅を変調し、
　ω０は、位相を変調し、
　κ１は、周波数を変調し、
　κ１及びω１の少なくとも1つは、時間方向を変化させ、
　ｔ０は、時間シフトを変化させ、
　κ２及びω２の少なくとも1つは、回転方向を変化させ、
　ｍ、κ２、ω１及びω２の少なくとも1つは、成長を変化させる、請求項20に記載の通
信方法。
【請求項２３】
　前記非周期関数のセットにおける各非周期関数は、振幅、位相、周波数、時間方向、時
間シフト、回転方向及び成長の少なくとも1つによって、前記非周期関数のセットにおけ
る他の非周期関数とは異なる、請求項20に記載の通信方法。
【請求項２４】
　前記1又は複数の伝送可能な波形のうちの少なくとも1つの1又は複数の部分は、前記1又
は複数の入力通信シンボルのうちの少なくとも1つに対応する、請求項20に記載の通信方
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法。
【請求項２５】
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、二成分伝送を使用して、前記通信チャネルを通じ
て発生及び伝送されるものの少なくとも1つである、請求項20に記載の通信方法。
【請求項２６】
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、更に内部シンボル時分割多重化を使用して、前記
通信チャネルを通じて発生及び伝送されるものの少なくとも1つである、請求項25に記載
の通信方法。
【請求項２７】
　前記1又は複数の伝送可能な波形の少なくとも1つは、ヘッド部分及びテール部分を含み
、その結果、前記テール部分が前記通信チャネルを初期条件に戻す、請求項20に記載の通
信方法。
【請求項２８】
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、受信機及び送受信機のうちの少なくとも1つを使用
して受信される、請求項20に記載の通信方法。
【請求項２９】
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、コンピューター、衛星通信装置及びモバイル機器
の少なくとも1つを使用して受信される、請求項20に記載の通信方法。
【請求項３０】
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、復調器を使用して復調される、請求項20に記載の
通信方法。
【請求項３１】
　前記復調器は、デコーダーを備える、請求項30に記載の通信方法。
【請求項３２】
　通信シンボルのセットから選択される１又は複数の入力通信シンボルを得て、非周期関
数のセットから選択される１又は複数の非周期関数を使用して１又は複数の伝送可能な波
形に前記1又は複数の入力通信シンボルを変換するのに適した変調器と、
　通信チャネルを通じて前記1又は複数の伝送可能な波形を伝送するのに適した送信機及
び第一送受信機のうちの少なくとも1つと、を備え、
　前記非周期関数のセットから選択される非周期関数の少なくとも１つは、以下の方程式
の形をとり、
【数３９】

κ０は第一レベル振幅係数であり、ω０は第一レベル周波数定数であり、ｉはマイナス1
の虚定数平方根であり、κ１は第二レベル振幅係数であり、ω１は第二レベル周波数定数
であり、ｔは時間パラメーターであり、ｔ０は、初期時間であり、κ２は第三レベル振幅
係数であり、ω２は第三レベル周波数定数であり、ｍは波形条件である、通信システム。
【請求項３３】
　κ０は、振幅を変調し、
　ω０は、位相を変調し、
　κ１は、周波数を変調し、
　κ１及びω１のうちの少なくとも１つは、時間方向を変化させ、
　ｔ０は、時間シフトを変化させ、
　κ２及びω２の少なくとも1つは、回転方向を変化させ、
　ｍ、κ２、ω１及びω２の少なくとも1つは、成長を変化させる、請求項32に記載の通
信システム。
【請求項３４】
　前記非周期関数のセットにおける各非周期関数は、振幅、位相、周波数、時間方向、時
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間シフト、回転方向及び成長の少なくとも1つによって、前記非周期関数のセットにおけ
る他の非周期関数とは異なる、請求項32に記載の通信システム。
【請求項３５】
　前記1又は複数の入力通信シンボル及び前記非周期関数のセットのうちの少なくとも1つ
は、変調器、コンピューター可読性媒体、コンピューター、衛星通信装置及びモバイル機
器のうちの少なくとも1つから得られる、請求項32に記載の通信システム。
【請求項３６】
　前記1又は複数の伝送可能な波形のうちの少なくとも1つの1又は複数の部分は、前記1又
は複数の入力通信シンボルの少なくとも1つに対応する、請求項32に記載の通信システム
。
【請求項３７】
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、二成分伝送を使用して、前記通信チャネルを通じ
て発生及び伝送されるものの少なくとも1つである、請求項32に記載の通信システム。
【請求項３８】
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、更に内部シンボル時分割多重化を使用して、前記
通信チャネルを通じて発生及び伝送されるものの少なくとも1つである、請求項37に記載
の通信システム。
【請求項３９】
　前記1又は複数の伝送可能な波形の少なくとも1つは、ヘッド部分及びテール部分を含み
、その結果、前記テール部分が前記通信チャネルを初期条件に戻す、請求項32に記載の通
信システム。
【請求項４０】
　前記変調器は、エンコーダーとパルス-整形フィルターを備える、請求項32に記載の通
信システム。
【請求項４１】
　前記エンコーダーは、前記通信シンボルのセットを前記非周期関数のセットにマッピン
グしている参照表を使用して得られる、請求項40に記載の通信システム。
【請求項４２】
　前記1又は複数の伝送可能な波形を受信するのに適している受信機及び第二送受信機の
少なくとも１つと、
　前記1又は複数の伝送可能な波形を復調するのに適している復調器と、を更に備える、
請求項32に記載の通信システム。
【請求項４３】
　コンピューター可読性媒体、コンピューター、衛星通信装置及びモバイル機器の少なく
とも1つを、更に備え、
　コンピューター可読性媒体、コンピューター、衛星通信装置及び携帯装置のうちの少な
くとも１つは、
　　前記1又は複数の入力通信シンボルを供給することと、
　　前記1つ又は複数の入力通信シンボルを得ることと、
　　前記１又は複数の入力通信シンボルを前記1又は複数の伝送可能な波形に変換するこ
とと、
　　前記通信チャネルを通じて前記1又は複数の伝送可能な波形を伝送することと、
　　前記1又は複数の伝送可能な波形を受信することと、
　　前記1又は複数の伝送可能な波形を復調することと、
　　1又は複数の出力通信シンボルをユーザ、第二のコンピューター可読性媒体、第二の
コンピューター、第二の衛星通信装置及び第二のモバイル機器のうちの少なくとも1つに
伝えること、の内の少なくとも1つに適している、請求項32に記載の通信システム。
【請求項４４】
　前記復調器は、デコーダーを備える、請求項42に記載の通信システム。
【請求項４５】
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　通信チャネルを通じて伝送される１又は複数の伝送可能な波形を受信するのに適してい
る受信機及び送受信機の少なくとも1つと、
　前記1又は複数の伝送可能な波形を復調するのに適している復調器と、を備え、
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、非周期関数から選択される１又は複数の非周期関
数を使用して構築され、
　前記非周期関数のセットから選択される非周期関数の少なくとも１つは、以下の方程式
の形をとり、
【数４０】

κ０は第一レベル振幅係数であり、ω０は第一レベル周波数定数であり、ｉはマイナス1
の虚定数平方根であり、κ１は第二レベル振幅係数であり、ω１は第二レベル周波数定数
であり、ｔは時間パラメーターであり、ｔ０は、初期時間であり、κ２は第三レベル振幅
係数であり、ω２は第三レベル周波数定数であり、ｍは波形条件である、通信システム。
【請求項４６】
　κ０は、振幅を変調し、
　ω０は、位相を変調し、
　κ１は、周波数を変調し、
　κ１及びω１のうちの少なくとも１つは、時間方向を変化させ、
　ｔ０は、時間シフトを変化させ、
　κ２及びω２の少なくとも1つは、回転方向を変化させ、
　ｍ、κ２、ω１及びω２の少なくとも1つは、成長を変化させる、請求項45に記載の通
信システム。
【請求項４７】
　前記非周期関数のセットにおける各非周期関数は、振幅、位相、周波数、時間方向、時
間シフト、回転方向及び成長の少なくとも1つによって、前記非周期関数のセットにおけ
る他の非周期関数とは異なる、請求項45に記載の通信システム。
【請求項４８】
　前記1又は複数の伝送可能な波形のうちの少なくとも1つの1又は複数の部分は、1又は複
数の入力通信シンボルの少なくとも1つに対応する、請求項45に記載の通信システム。
【請求項４９】
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、二成分伝送を使用して、前記通信チャネルを通じ
て発生及び伝送されるものの少なくとも1つである、請求項45に記載の通信システム。
【請求項５０】
　前記1又は複数の伝送可能な波形は、更に内部シンボル時分割多重化を使用して、前記
通信チャネルを通じて発生及び伝送されるものの少なくとも1つである、請求項49に記載
の通信システム。
【請求項５１】
　前記1又は複数の伝送可能な波形の少なくとも1つは、ヘッド部分及びテール部分を含み
、その結果、前記テール部分が前記通信チャネルを初期条件に戻す、請求項45に記載の通
信システム。
【請求項５２】
　コンピューター可読性媒体、コンピューター、衛星通信装置及びモバイル機器の少なく
とも1つを、更に備え、
　コンピューター可読性媒体、コンピューター、衛星通信装置及び携帯装置のうちの少な
くとも１つは、
　　前記1又は複数の伝送可能な波形を受信することと、
　　前記1又は複数の伝送可能な波形を復調することと、
　　１又は複数の出力通信シンボルをユーザ、第二のコンピューター可読性媒体、第二の
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コンピューター、第二の衛星通信装置及び第二のモバイル機器のうちの少なくとも1つに
伝えること、の内の少なくとも1つに適している、請求項45に記載の通信システム。
【請求項５３】
　前記復調器は、デコーダーを備える、請求項45に記載の通信システム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　以下のオイラーの公式の一般式は、従来技術として知られている:

【数１】

【数２】

【０００２】
　これらの方程式において、ｉは√－１に等しい虚定数であり、ｔは時間パラメーターで
あり、ｍは曲線のジオメトリーの変化をもたらす。ｍ＝２は、上式の通りオイラー項ｅｔ

ｉに換算されるため、複素円(complex circle)に対応する。直交振幅変調技術(「QAM技術
」)のような公知のデータ通信信号伝送技術は、複素円に基づいている。ｍ＞２の値は、
次第に成長が早くなり、そして次第に周波数が低くなる複素螺旋に対応する。
【０００３】
関連出願の相互参照
　この出願は、「指向性情報出力の最適化に基づくデータ通信信号伝達強化及び他の検討
事項」を名称とする米国仮出願61/475,802(2011年4月15日に出願)の優先権を主張し、そ
の完全な内容は参照によって本願明細書に組込まれる。
【０００４】
　「非線形関数を使用するデータ通信信号伝送」を名称とする米国特許出願公開番号第20
11/0150048号(2011年6月23日に発表)も参照により組込まれる。
【発明の概要】
【０００５】
　例示的な通信方法は、通信シンボルのセットから選択される1又は複数の入力通信シン
ボルを得るステップと、非周期関数を使用して伝送可能な波形に入力通信シンボルを変換
するステップと、通信チャネルを通じて伝送可能な波形を伝送するステップと、を含むこ
とができる。
【０００６】
　他の例示的な通信方法は、非周期関数を使用して構築され、通信チャネルを通じて伝送
される伝送可能な波形を受信するステップと、伝送可能な波形を復調するステップと、を
含むことができる。
【０００７】
　例示的な通信システムは、通信シンボルのセットから選択された入力通信シンボルを得
るのに適し且つ非周期関数を使用して伝送可能な波形に入力通信シンボルを変換するのに
適した変調器と、通信チャネルを通じて伝送可能な波形を伝送するのに適した送信機又は
送受信機と、を含むことができる。
【０００８】
　他の例示的な通信システムは、通信チャネルを通じて伝送され、非周期関数を使用して
構築された伝送可能な波形を受信するのに適した受信機又は送受信機と、伝送可能な波形
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を復調するのに適した復調器と、を含むことができる。
【０００９】
　本実施形態は、添付の図面の図に、例示されているが、これに限定されるものではない
。そして、類似の参照番号は、同じ要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１ａ】図1aは、例示的な実施形態によって生じる信号についての、プラスの時間に対
する信号振幅の変動に関する例示的なグラフを示す。
【００１１】
【図１ｂ】図1bは、例示的な実施形態によって生じる信号についての、マイナスの時間に
対する信号振幅の変動に関する例示的なグラフを示す。
【００１２】
【図２ａ】図2aは、複素平面にプロットされた、正回転螺旋の例示的なグラフを示す。
【００１３】
【図２ｂ】図2bは、複素平面にプロットされた、逆回転螺旋の例示的なグラフを示す。
【００１４】
【図３】図3は、複素平面にプロットされた円を示している例示的なグラフを示す。
【００１５】
【図４】図4は、例示的な実施形態によって生じる信号について、チャネルをその初期条
件に戻すテール関数に連結した信号ヘッド関数を示す複素平面にプロットされた例示的な
グラフを示している。
【００１６】
【図５ａ】図5aは、プラスの時間方向と正回転方向を有する、例示的な実施形態によって
生じる信号の複素平面にプロットされた例示的なグラフを示す。
【００１７】
【図５ｂ】図5bは、マイナスの時間方向及び正回転方向を有する、例示的な実施形態によ
って生じる信号の複素平面にプロットされた例示的なグラフを示す。
【００１８】
【図５ｃ】図5cは、プラスの時間方向及び逆回転方向を有する、例示的な実施形態によっ
て生じる信号の複素平面にプロットされた例示的なグラフを示す。
【００１９】
【図５ｄ】図5dは、マイナスの時間方向及び逆回転方向を有する、例示的な実施形態によ
って生じる信号の複素平面にプロットされた例示的なグラフを示す。
【００２０】
【図６】図6は、通信システムの例示的な実施形態を示す。
【００２１】
【図７】図7は、通信方法の例示的な実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の態様は、本発明の特定の実施形態に関する関連図と以下の記述に開示されてい
る。当業者は、請求項の精神又は範囲を逸脱しない範囲内で別の実施形態を創造できると
認識するであろう。加えて、本発明の例示的な実施形態の周知の構成要素は、本発明の関
連詳細事項を不明瞭にしないように省略されていたり、詳述されていなかったりする。
【００２３】
　ここで使用する、「例示的」なる用語は、「一例、実例、又は説明に役立つ」を意味す
る。本願明細書に記載の実施形態は、限定要因にはならず、むしろ単なる例示である。記
載されている実施形態は、他の実施形態に対して必ずしも好ましい又は有利であるとして
解釈されるわけではないことを理解すべきである。更に、「本発明の実施形態」、「実施
形態」又は「本発明」なる用語は、本発明の全ての実施形態が、記述された特徴、利点又
は動作モードを含んでいることを要求するものではない。
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【００２４】
　更に、本願明細書に記載の多くの実施形態は、例えば、コンピューター装置の構成要素
によって実行される一連の動作の観点から記載されている。本願明細書に記載の様々な一
連の動作が特定の回路(例えば、特定用途向け集積回路(ASIC))によって及び/又は少なく
とも一つの処理装置により実行されるプログラム命令によって実行されてもよいことは、
当業者であれば認識するはずである。加えて、本願明細書に記載の一連の動作は、一連の
動作の実行により処理装置が本願明細書に記載の機能を実行できるように、任意のコンピ
ューター可読性記録媒体の形態に完全に具体化してもよい。従って、本発明の様々な態様
は、数多くの種々の形態として具体化することができ、その全ては請求項の主題の範囲内
であることが意図されている。加えて、本願明細書に記載の実施形態の幾つかにおいて、
かかる実施形態に関して対応する形態は、例えば、記載されている動作の幾つかを実行す
るように「構成されたコンピューター」として、本願明細書に記載することができる。
【００２５】
　周期関数は、通常の間隔又は期間でその値が反復するものである。余弦及び正弦関数は
、周期的であり、電気通信において広く使われている。周期関数は簡潔であるというメリ
ットがある一方で、非周期関数はより一般的であり多様性がある。このより大きな多様性
は、信号と信号との識別性を高めることを含む複数の目的のために電気通信において利用
されているだろう。そして、これがデータ伝送レートを高めたり雑音抵抗性を向上させた
りすることを可能にするだろう。それは、他の信号による干渉を低減させることもできる
。方程式1及び方程式2は、非周期関数を生成する：これらは、振幅が時間と共に連続して
増加する螺旋を描くことができる。螺旋は、一般的な非周期関数を構成することができる
基本成分として見ることができる。方程式1及び方程式2における波形の変動の多くの可能
性は、方程式2における3つのレベルの各々に乗算定数(multiplicative constant)及び位
相シフトを導入することによって得ることができる。時間オフセットも可能である。これ
は、「一般的な螺旋公式」によって例示することができる。
【数３】

【００２６】
　方程式3において、「第一レベル」は、

を指し、κ０は振幅変調のために変化させることができ、ω０は位相変調のために変化さ
せることができる。
【００２７】
　「第二レベル」は、

を指し、様々なκ１を周波数変調のために用いてもよく、κ１及びω１は時間反転のため
に通常は変化させることができる。「時間反転」は、曲線が通る方向を逆転させることを
指すことができる。螺旋曲線の例においては、曲線が「外側に向かって螺旋形を描く」(
プラスの時間方向)か、「内側に向かって螺旋形を描く」(マイナスの時間方向)ことを指
す。時間反転の使用は、特定のチャネル条件下で規定できる識別可能なシンボル数を２倍
にするために利用できる。これによってデータ伝送レートを上げたり雑音抵抗性を上げた
りするのに利用できる。例えば、時間反転は、κ１＝±１を用いるかω１=０及びω１=π
を同等に用いることによって成し遂げることができる。更に、時間シフトは、ｔ０の多値
を用いて成し遂げることができる。
【００２８】
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　「第三のレベル」は、

を指し、κ２及びω２は、回転反転のために変化させることができる。例えば、回転反転
は、κ２＝±１を用いるかω２＝０及びω２＝πを同等に用いることによって成し遂げる
ことができる。更に、ｍは、波形変調のために変化させることができる。ｍ＞２となる高
い値は、より急速な成長とより低い周波数に対応するだろう。他の変動は、例えば、螺旋
の指数関数的な成長と回転速度特性を二者択一的に規定するために、κ２、ω１及びω２

の値が関係していてもよい。
【００２９】
　QAM技術とは対照的に、本願明細書に記載の一般的な螺旋公式の実施によって、利用可
能な信号数が時間反転(後述)を用いることで2倍にすることができ、回転反転を用いるこ
とによって二成分伝送(後述)を用いて更に2倍にすることができるだろう。
【００３０】
　一般的な螺旋公式の実施の更なるメリットは、例示的な実施形態において用いられてい
るように、以下の2つの方法を通じて利用可能な出力の使用を改善することによって得る
ことができる：1つは、このシステムの信号「クレストファクター」(ピークと平均振幅の
比)を巧みに処理して信号雑音抵抗性を向上させる能力を通じてであり、もう1つは、信号
当たりの出力を2倍にする有効な改善を可能にする標準的な「重畳伝送」に対する改良を
用いることである。標準的な余弦又は正弦波(全サイクルを通じて測定されたもの)に関す
る信号クレストファクターは、2の平方根に等しくてもよい。例示的な実施形態において
用いられているように、クレストファクターを増加させる一般的な螺旋公式の実施により
、同じ様に制限された平均出力に対して、より高いピーク振幅が可能になるだろう。それ
は、ある応用においては、雑音抵抗性を向上させるために有用であろう。例示的な実施形
態において用いられているように、クレストファクターを減少させる一般的な螺旋公式の
実施は、最大出力に対して制約を受ける平均出力がより高い場合にメリットがある幾つか
の応用に有用でもあってもよい。QAM技術によって使われている通り、標準的な重畳伝送
には、余弦と正弦波を共に追加する必要があるだろう。この追加により、余弦又は正弦波
よりも2の平方根倍大きい振幅を有する重畳された波を発生させることができる。これに
よって、2倍を超える出力を利用することができる。一般的な螺旋公式の実施は、例示的
な実施形態において用いられているように、余弦及び正弦波の追加を回避可能なため、QA
M技術と比較すると出力要件を半分に減らすことができる。
【００３１】
　従来の信号変調において使用する正弦及び余弦関数と違い、本願明細書に記載の例示的
な実施形態における変調技術としての一般的な螺旋公式の実施の特性は、高非周期波形を
生じる得ることである。具体的には、この波形は、正弦及び余弦関数のように同じ位相及
び振幅を一定の間隔で戻ることができない。螺旋変調信号は明確な周波数を有することが
できる一方で、その振幅は時間とともに絶えず変化する。この事実は、信号識別を行なう
能力を高めることができる。これによって、雑音抵抗性の改善に寄与することができる。
【００３２】
　簡潔性のために角括弧を除くと、一般的な螺旋公式(方程式3)は、以下のように書くこ
とができる。
【数４】

【００３３】
　方程式4は、特別なケースを考慮することによって理解できる。以下の数式５の通りに
設定すると、
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【数５】

【００３４】
　方程式4は、以下の数式６のように変形し、

【数６】

【００３５】
　以下の数式７の恒等式と、

【数７】

【００３６】
　以下の数式８のオイラーの公式とを用いると、

【数８】

【００３７】
　方程式6は、以下の数式９のように書き直すことができ、

【数９】

【００３８】
　これは、数式１０のように2つの因数として表すことができる。
【数１０】

【００３９】
　第一因数は指数関数的な振幅変化を記述し、第二因数は円運動を複素平面に記述するも
のである。連結すると、それらは螺旋を複素平面に描く。
【００４０】
　方程式10は、一般的な螺旋公式の時間パラメーターの方向を逆転させる効果を調べるた
めに用いることができる。値ω＝＋１；ｔ０＝０；０≦ｔ≦３の場合に、方程式10の振幅
を時間に対してプロットすると、例示的な図1aの通り指数関数的に増加する。この曲線は
、ω＝－１に設定することによって時間を反転させることができる。加えて、ｔ０＝－３
の設定は、例示的な図1bのように、高振幅から始まり、そこから内側に螺旋形を描くよう
に減少する螺旋が生じる。
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【００４１】
　図1aは、方程式10に対応する信号の例示的な実施形態のプロット100を示す。縦軸102は
信号振幅を表し、横軸104はシンボル時間を表し、矢106はプラスの時間方向を示す。
【００４２】
　図1bは、方程式10に対応する信号の例示的な実施形態のプロット110を示す。縦軸112は
信号振幅を表し、横軸114はシンボル時間を表し、矢116はマイナスの時間方向を示す。
【００４３】
　図1a及び1bは、ピーク振幅、周波数又は位相情報とは無関係に、時間とともに変化する
振幅のパターンの違いによって特徴づけられる信号を表す。時間方向を用いる信号識別は
、一般的な螺旋公式の実施によって可能であってもよい。一方、時間方向を用いる信号識
別は、QAM技術を用いては、各信号の複合振幅がその期間の全体にわたって一定であるた
め不可能である。
【００４４】
　時間方向に加えて、螺旋に関して、回転方向を区別又は特定することも独立して可能で
ある。これを図2a及び2bに示す。
【００４５】
　図2aは、正回転(又は、反時計回り)する螺旋の例示的な実施形態の複素平面のプロット
200を示す。プロットにおいては、虚軸202と実軸204が示されている。第一矢206は、プラ
スの時間方向を示し、第二矢208は、マイナスの時間方向を示す。
【００４６】
　図2bは、逆回転(又は、時計回り)する螺旋の例示的な実施形態の複素平面のプロット21
0を示す。プロットにおいては、虚軸212と実軸214が示されている。第一矢216は、プラス
の時間方向を示し、第二矢218は、マイナスの時間方向を示す。
【００４７】
　図2a及び2bから分かるように、時間方向と回転方向は、螺旋に対して独立して指定でき
る。しかしながら、振幅が変化しない螺旋の特別なケースである円については、回転方向
と時間方向は同じものである。円については、進む時間パラメーターを戻る方向に変える
ことと、正の回転パラメーターを逆のものに変えること、を区別することができない。こ
れは、図3に例示的に示している。
【００４８】
　図3は、円の例示的な実施形態の複素平面のプロット300を示す。プロットにおいては、
虚軸302と実軸304が示されている。第一矢306は、プラスの時間方向と正回転方向を示し
ている。第二矢308は、マイナスの時間方向と逆回転方向を示している。
【００４９】
　一般的な螺旋公式によって提供される、時間方向に関する高い識別性は、時間反転の使
用を可能にするだろう。一般的な螺旋公式の実施は、進み及び戻り時間方向の両方を用い
て信号を規定することによって、同じチャネル条件(特定の帯域幅制限及びチャネル障害
を含む)及び利用可能な信号出力でQAM技術よりも少なくとも2倍の信号をサポートするこ
とができる。信号は、上記の通りκ１＝±１を設定することによって信号の時間反転ペア
を発生させつつ、一般的な螺旋公式のパラメーターを指定することによって規定すること
ができる。
【００５０】
　既存のデジタル変調技術(例えばQAM技術)と同様に、「従来技術において知られている
パルス整形フィルター」技術は、連続したシンボル間における「シンボル間干渉」(ISI)
を制御しつつ、隣接する周波数帯域間における「チャネル間干渉」(ICI)を最小化するた
めに螺旋変調技術と共に用いることができる。
【００５１】
　ICI及びISIを制御する更なる技術は、各シンボルが伝送された後、チャネルをその初期
条件に戻すことであろう。これは、「シンボル時間」を、「ヘッド関数(head function)
」(一般的な螺旋公式と同じである)と、「テール関数(tail function)」(チャネルをその
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初期条件に戻す)に分割することによって達成させることができる。この例は、図4に例示
的に示されており、ｍ＝３のシンボル波形に対応する。「シンボル時間」は、シンボルを
表す伝送波形の持続期間と称することができ、それには、「ヘッド関数」の波形と、(も
しあれば)「テール関数」の波形を伝送する時間が含まれる。「ヘッド関数」の波形は、
周知技術における通常のシンボル波形に対応してもよい。「テール関数」は、ヘッド関数
の振幅変化を抑えて、シンボル波形の開始前にチャネルをその初期振幅へスムーズに戻す
ことによって螺旋に関連する振幅の変化を相殺する手段を提供できる。
【００５２】
　図4は、ｍ＝３の信号の例示的な実施形態の複素平面のプロット400を示す。プロットに
おいては、虚軸402と実軸404が示されている。信号のヘッド406は、増加螺旋を含むこと
ができる。信号のテール408は、チャネルをその前の信号(presignal)条件に戻すことがで
きる。
【００５３】
　螺旋変調技術を用いる様々なテール関数の使用は、様々な工学技術的な理由に基づいて
選択することができる。一般に、より多くの時間をテール関数に割り当てることで、より
円滑な遷移が可能になる。これによって、不連続性に伴う周波数の拡散が抑制される。実
施される可能性があるテール関数は、限定されるものではないが、直線、指数関数的減衰
及びシグモイドであるものを含んでもよく、それらは公知技術の方法で実施されてもよい
。種々の信号による種々のテール関数の使用は、信号の識別性を向上させるために利用で
きる。これによって、雑音抵抗性が高められる。
【００５４】
　信号の「クレストファクター」は、そのピーク振幅とその平均(RMS)振幅の比として定
義される。全サイクルを通じて測定される一定振幅の余弦又は正弦波に基づく信号につい
てのクレストファクターは、2の平方根に常に等しい。
【００５５】
　指数曲線は時間とともに急速に増加成長するため、一般的な螺旋公式に基づく信号は正
弦波よりも非常に高いクレストファクターを有することができる。螺旋公式におけるｍ値
を増やすと、クレストファクターを任意の高い値に増加させることができる。
【００５６】
　平均出力使用量によって制限される応用(例えば衛星又は移動体通信)については、クレ
ストファクターを操作するこの能力は非常に有用な可能性がある。より高いクレストファ
クターによって、同じ平均出力量で、より高いピーク信号振幅を発生させることができ、
チャネル雑音よりも非常に高い振幅を有する信号データを提供することによって雑音抵抗
性を向上させることができる。これによって、正確な読み取りが促進される。より高いク
レストファクターは、凸状振幅対時間グラフ(即ち、「上方に曲がる」もの)に関係してい
てもよい。方程式4の振幅対時間グラフは、凸状である。
【００５７】
　平均出力が、正弦波の場合よりも最大出力近くになるようにクレストファクターを低下
させることが望ましいであろう応用もあるだろう。これは、最大出力は制限されるが平均
出力は制限されない通信形態に有効な可能性がある。最大出力に対して平均電力を増加さ
せる場合は、雑音抵抗性を向上させることができる。より低いクレストファクターは、信
号伝送に干渉するために雑音を効率的に発生させることが望まれる応用に有効な可能性が
あり、より高い平均出力は、干渉対象の信号と交差するのを容易にする。より低いクレス
トファクターは、一般的な螺旋公式に対する様々な調節によって得ることができる。これ
らの調節には、一般的な螺旋公式によって凸状シンボル波形を発生させ、次にピーク振幅
の半分の位置に対応する横線を横切る各シンボル波形の振幅対時間グラフを描くことが含
まれてもよい。これは、「通常は低い」振幅グラフを「通常は高い」振幅グラフに変換す
ることを可能にする。効果はシンボル波形の平均出力を最大出力の非常に近くに移動させ
ることであってもよい。これによって、クレストファクターは低下する。
【００５８】
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　前述のように、一般的な螺旋公式は、時間反転によって、即ち、どちらの方向にシンボ
ルの波形を移動させるかという選択によって可能性があるシンボル数を倍増させることが
できる。螺旋に関して、「時間反転」は、内側又は外側の螺旋形を選択することに対応す
るだろう。回転反転を用いることによって再び可能性があるシンボル数を２倍にすること
は可能であろう。「回転反転」は、複素平面において時計回りか反時計回りに螺旋を回転
させるという選択肢に対応するだろう。時間反転と同様に、回転反転によってもたらされ
る更なる識別は、データレートの向上か雑音抵抗性の向上に用いることができる。
【００５９】
　時間反転及び回転反転を用いて、4つのはっきりと識別可能なシーケンスを生じさせる
ことが可能であってもよい。これは、例示的に図5a～5dに示されている。
【００６０】
　図5aは、プラスの時間方向及び正回転を有する信号の例示的な実施形態に関する複素平
面のプロット500を示す。プロットにおいては、虚軸502及び実軸504が示されている。信
号のヘッド506には、増加螺旋を含ませてもよい。信号のテール508は、チャネルをその前
の信号条件に戻すことができる。矢510は時間の方向を示し、位置512は複素平面の信号の
出発点を示す。
【００６１】
　図5bは、マイナスの時間方向及び正回転を有する信号の例示的な実施形態に関する複素
平面のプロット520を示す。プロットにおいては、虚軸522及び実軸524が示されている。
信号のヘッド526には、減少螺旋を含ませてもよい。信号のテール528は、チャネルをその
前の信号条件から上げることができる。矢530は時間の方向を示し、位置532は複素平面の
信号の出発点を示す。
【００６２】
　図5cは、プラスの時間方向及び逆回転を有する信号の例示的な実施形態に関する複素平
面のプロット540を示す。プロットにおいては、虚軸542及び実軸544が示されている。信
号のヘッド546には、増加螺旋を含ませることができる。信号のテール548は、チャネルを
その前の信号条件に戻すことができる。矢550は時間の方向を示し、位置552は複素平面の
信号の出発点を示す。
【００６３】
　図5dは、マイナスの時間方向及び逆回転を有する信号の例示的な実施形態に関する複素
平面のプロット560を示す。プロットにおいては、虚軸562及び実軸564が示されている。
信号のヘッド566には、減少螺旋を含ませることができる。信号のテール568は、チャネル
をその前の信号条件から上げることができる。矢570は時間の方向を示し、位置572は複素
平面の信号の出発点を示す。
【００６４】
　図5a～5dは、シンボル時間の半分がヘッド関数に与えられその半分がテール関数に与え
られる例示的なシンボル波形を表す。これは、表示を明快にするための単なる例示である
。ある応用では、より短いテール関数を使用することができる。これが、より良好な信号
識別をもたらすだろう。更に、図5a～5dの直線テール関数の使用は例示であり、ヘッド関
数とテール関数との間における明確な視覚的識別をもたらすことを目的としている。ある
応用では、より円滑な遷移をもたらすテール関数(例：シグモイド又は指数)を使用するこ
とができる。
【００６５】
　前述のように、複素円に基づく信号伝送技術(例：QAM技術)に関して、時間反転及び回
転反転は同じことである。振幅成長情報がない場合、回転反転と時間反転とを区別するこ
とができない。これは、例示的な図3によって示すことができる、時間反転と回転反転は
同じことである。しかしながら、回転反転自体は、円において定義可能である。
【００６６】
　QAM技術が複素平面の円運動に基づくという事実にもかかわらず、QAM技術は、そのデー
タレートの向上又は雑音抵抗性を向上させるために回転反転を使用することができないだ
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ろう。第１に、QAM技術において使用する信号公式(「QAM信号公式」)は、本質的に回転情
報が除かれている。第２に、QAM技術において使用する重畳伝送は、回転情報が削除され
ている。これらの観点は、以下で説明される。
【００６７】
　方程式4で与えられる一般的な螺旋公式とQAM信号公式との間の回転情報を比較するため
に、一般的な螺旋公式の特別ケースであるｍ＝２を試験してもよい。これは、振幅が成長
しない、QAM条件の信号に対応する。ω０及びκ０を多値にすることによってQAMの振幅及
び位相変調特性と一致させると、方程式4は以下の形にまとまるだろう。
【数１１】

【００６８】
　ここで、反転の効果は明確に識別することができる。正回転は、以下の数式１２となり
、

【数１２】

【００６９】
　逆回転は、以下の数式１３となる。
【数１３】

【００７０】
　しかしながら、QAM信号公式では、この識別が不可能である。QAM信号公式は、以下の数
式１４の通りである。
【数１４】

【００７１】
　QAM信号公式から、逆反転(－ωｔ)と虚数成分の符号逆転(－Ｑ)とを区別することがで
きない。これは、以下の数式１５の通り、正弦関数の反対称性のためである。
【数１５】

【００７２】
　QAM信号公式は、Qが負の値を取れなくすることでこの問題を回避し、回転符号を保存し
ている。しかしながら、これによって、QAM信号公式を使用して生じる信号は、互いを識
別するのがより困難になるだろう(これは、QAM信号公式を使用して生じる信号の信号空間
ダイヤグラムの下半分を使用しないことに対応する)。その結果、ビット誤り率は、上昇
するだろう。
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　本質的には、一般的な螺旋公式は回転情報を保つ極方程式(polar formulation)を使用
することができるが、QAM信号公式はそれが除かれたデカルト定式(Cartesian formulatio
n)を使用する。
【００７４】
　前述のように、円に対応する特別なケース(ｍ＝２)に関していえば、時間反転と回転反
転との間に差はない。しかしながら、より値が高い任意のｍについては、時間及び回転反
転は、図5a～5dに幾何学的に示されている通り、明瞭である。
【００７５】
　時間反転と回転反転との相違は、例えばｍ＝３を使用して、代数学的に調べることもで
きる。値ｍ＝３は、それが方程式1の余弦及び正弦因数を等しくするという点で特別であ
る。しかしながら、同じ一般的な螺旋特性は、ｍ＞２の任意の値で保たれる。
【００７６】
　方程式4に対して、以下の数式１６の構成をとる。

【数１６】

【００７７】
　方程式4が数式１６の構成をとると、以下の数１７となる。

【数１７】

【００７８】
　再び、方程式7及び方程式8の恒等式を使用すると、これは、以下の数式１８となる。

【数１８】

【００７９】
　ここで、±の作用素は、下付き文字にしており、(方程式10とは異なり)それらが互いに
独立していること強調している。その結果、以下の4つの可能性が考えられる。

【数１９】

【数２０】
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【数２２】

【００８０】
　方程式19から22は、時間反転と回転反転との組合せの4つの可能性を表す。これらの方
程式を見ると、互いを識別することができる。一般的な螺旋公式の実施が時間及び回転反
転をサポートし、その結果、同じチャネル条件でQAMよりも4倍多く信号をサポートするか
否かは、どのように信号伝送を実行するのかという技術的態様によるだろう。
【００８１】
　このことから、回転反転は、QAM技術に応用できない、即ち、QAM重畳伝送から回転情報
が除かれている第二の理由が導かれる。
【００８２】
　「重畳伝送」は、QAM技術を使用して得られた信号の余弦及び正弦成分を合計して、そ
の合計を伝送することを指すことができる。余弦及び正弦関数の直交性によって、それら
を受信機が区別できるのであろう。
【００８３】
　重畳の利点としては、同じシンボル時間を各々独立して使用することで余弦成分と正弦
成分を別々に送ることに比べて、時間が効率的であってもよい。しかしながら、重畳には
、不利な点が2つある。第１に、重畳は、本質的に、1シンボル当たり1ビットに情報処理
能力を低下させる。第２に、重畳は、出力効率を低下させる。実際、重畳した合計は、互
いに独立したいずれかの成分よりも√2倍の振幅を有する。これは、各成分が、原則とし
て許容されるチャネルよりも小さい振幅を使用する必要があるだろうことを意味する。こ
の結果、雑音感受性は、上昇する。
【００８４】
　重畳由来の情報処理能力の低下は、次の恒等式から生じる。
【数２３】

【００８５】
　この恒等式から、重畳は、正弦(ｔ)の値が小さく余弦(ｔ)の値が大きい(又はその逆)の
時の角度を識別することができないことが示される。恒等式は、以下の通り、標準的な公
式を方程式23の右辺に適用することによって証明できる。
【００８６】
　角度の和に関する三角関数の公式である以下の数式２４及び数式２５を用いる。

【数２４】

【００８７】



(18) JP 5784820 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

【数２５】

【００８８】
　数式２４及び数式２５を用いると、方程式23の右辺が以下の数式２６のようになる。

【数２６】

【００８９】
　数式２６を単純化すると、以下の数式２７のようになる。
【数２７】

【００９０】
　方程式23の１つの見方は、重畳では、π/2の位相シフトと逆回転とを見分けることがで
きないということである。これは、以下の方程式2における特別ケースから見ることがで
きる。
【数２８】

【００９１】
　従って、QAM技術が回転情報を本質的に放棄しなかった場合であっても、それは、重畳
伝送において失われるだろう。
【００９２】
　重畳伝送が使われる場合、一般的な螺旋公式は同じような影響を受ける。それでも、一
般的な螺旋公式は、QAM信号公式と少なくとも2つの方法において異なる。
【００９３】
　第１に、重畳伝送であっても、一般的な螺旋公式は時間反転をサポートするが、QAM信
号公式はサポートしない。その理由は、時間経過を伴う振幅変動は、重畳に影響を受けな
いためである。
【００９４】
　第２に、一般的な螺旋公式の実施は、位相変調も使用しない限り、重畳伝送と共に回転
反転を使用することができる。QAMに関しては信号発生に位相シフトを必要とするが、一
般的な螺旋公式の実施に関しては必要としない。信号は、米国特許出願公開番号第2011/0
150048号(参照によって本願明細書に組み込まれる)に説明されているように、種々のｍ値
を選択することによって発生させることもできる。
【００９５】
　最後に、重畳は、信号を伝送する唯一の手段でなくてもよい。「二成分伝送(two-compo
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【００９６】
　重畳は、単一系列(single series)の値を有する信号(QAM技術又は一般的な螺旋公式の
場合、二次元信号)を表す、「一成分伝送(one-component transmission)」と呼ぶことが
できるものの一例である。
【００９７】
　「二成分伝送」には、余弦及び正弦成分を独立して伝送することを含ませることができ
る。更に、内部シンボル時分割多重化を使用してもよい。内部シンボル多重化においては
、余弦及び正弦成分を次々と伝送することができる。二成分伝送及び内部シンボル多重化
は、回転反転信号を送るために一般的な螺旋公式と共に用いることができる。二成分伝送
は、周期又は非周期関数を使用して伝送可能な波形を伝送するために用いることができる
。
【００９８】
　回転反転を可能にすること以外に、二成分伝送は、少なくとも3つの方法で雑音抵抗に
対して有用であろう。
【００９９】
　雑音抵抗に対する二成分伝送の第一の利点は、二成分伝送によって、受信器がシンボル
当たりに数多くのサンプルを得ることができ、チャネル雑音を平均化するこのオーバーサ
ンプリングを利用できることにある。これは、重畳では不可能である。理由は、実数と虚
数のデータを合わせることにより、サイクル当たりの可能性があるサンプリング点が4つ
だけ可能になり、それらの点において実数又は虚数値はゼロであることが既知であり、そ
の結果、その他は明白に決定できるためである。
【０１００】
　雑音抵抗に対する二成分伝送の第二の利点は、特に非線形的性質を有するチャネルに対
して有用であり、信号形状特性を分析するために実数と虚数データとを明白に分離する必
要がある米国特許出願公開番号第2011/0150048号に記載の技術(参照によって本願明細書
に組み込まれる)の使用が可能になる点である。
【０１０１】
　雑音抵抗に対する二成分伝送の第三の利点は、後述する通り、信号出力効率を2倍に向
上させることができる点である。
【０１０２】
　二成分伝送が重畳信号と同じ時間間隔で各成分を個別に送る必要がある場合は、大きく
データレートを低下させる可能性がある。しかしながら、サンプリングレートが充分であ
る場合、半分の時間で各成分を伝送することが可能となり、その結果、全シンボル時間間
隔が一定に保たれる。例えば、信号の1つの部分は1つのシンボルに対応させることができ
る一方で、信号の他の部分は他のシンボルに対応させることができる。4分の1の時間(又
は、より小さい比率又は区間であり、規則的であったり不規則的であったりするもの)で
各成分を送ることが可能であってもよく、その結果、従来型の変調技術(例えばQAM技術)
と比べると、データレートが上昇する。QAM技術及び類似の技術が単一のシンボルを伝送
する必要があるため、同じシンボル時間間隔内で2又は3以上のシンボルを伝送可能にする
ために、これを利用してもよい。
【０１０３】
　一般的な螺旋公式の実施は、QAM技術を用いる重畳よりも非常に出力が効率的な信号伝
送技術をサポートすることができる。前述のように、QAM技術を用いた重畳は、成分振幅
を1/√2倍に下げる。これは、以下のように起こる。
【０１０４】
　QAM(重畳)信号公式は、以下の数式２９の通りである。
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【数２９】

【０１０５】
　数式２９は、以下の数式３０に等しい。
【数３０】

【０１０６】

と

は直交するため、それらはある角度αの正弦及び余弦として見ることができる。これは、
以下の数式３１となる。
【数３１】

【０１０７】
　数式３１は、以下の数式３２と等しい。
【数３２】

【０１０８】
　QAM(重畳)信号公式の振幅は、分離したＩ又はＱ成分のいずれかよりも大きいだろう。
Ｉ＝Ｑのときに最大となり、この場合、重畳された振幅は、各々の成分振幅のいずれかよ
りも√2倍大きい。
【０１０９】
　QAM技術を用いた重畳は、この場合のために「余力を残す(leave room)」必要があるた
め、各成分はそれぞれ最大チャネル振幅の1/√2以下であってもよい。これが成分振幅を
低下させる。当然、雑音脆弱性は増加する。
【０１１０】
　一般的な螺旋公式の実施については、同じ情報を1/√2倍に低下させずに伝送できる。
重畳の必要がないため、直ちにこれを二成分伝送に準拠させられる。
【０１１１】
　これは一成分伝送にも当てはまるだろう。その理由は、一般的な螺旋公式の実施に関し
て言えば、重畳は単にいずれかの成分の位相をシフトさせることに等しいためである。従
って、いずれかの成分を(任意に位相シフトを伴って)伝送させるだけでよい。これは、以
下の通り、一般的な螺旋公式の実施の重畳を分析することによって理解できる。
【０１１２】
　QAM信号公式との比較を容易にするために、一般的な螺旋公式のバージョンはｍ＝２を
用いる。これは、QAM技術において信号が増幅しない状態に対応する。
【０１１３】
　方程式12に基づいて、余弦及び正弦を加えると、以下の数式３３がもたらされる。
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【数３３】

【０１１４】
　上で使用したものと同様の三角関数の公式を用いることによって、これは、以下の数式
３４、数式３５及び数式３６と等しくなる。

【数３４】

【数３５】

【数３６】

【０１１５】
　方程式36は、単なる定数π/4によって位相をシフトさせて√2倍させた一般的な螺旋公
式の正弦成分である。いずれかの成分を個々に伝送することに比べると、一般的な螺旋公
式の実施の重畳からは、新情報は得られない。これは、QAM信号検出と異なる。
【０１１６】
　方程式36が単純なのは、一般的な螺旋公式は、同じ振幅が両方の成分に割り当てられて
おり、両方とも、同じ情報が含まれているためである。QAM技術は独立振幅ウエイトの情
報を余弦及び正弦成分に保存するのに対して、一般的な螺旋公式は共通振幅及び位相を有
する極方程式を使用する。この情報は、いずれかの成分に個々に利用可能である。
【０１１７】
　出力は振幅の二乗に比例するので、単一成分伝送のQAM技術に対して振幅が2の平方根倍
である一般的な螺旋公式の実施のアドバンテージは、出力が2倍というアドバンテージに
等しい。
【０１１８】
　説明のために、二成分伝送で用いる時間反転の例示的な実施を以下に示し、周知技術と
比較する。
【０１１９】
　伝送に利用可能な8つの可能性あるシンボルをサポートしている通信システムを設計す
ることは望ましいだろう。公知の技術から、「8-PSK」(位相偏移キーイング)として知ら
れている、QAM技術の特別なケースとして生み出されたようである。それは、8つのシンボ
ルは、8つの複素数によって表され、すべてが等振幅であり、複素円周りにπ/4毎に互い
がシフトした位相を有する。これらの8つの複素数は、1サイクル上に、必要な伝送周波数
で余弦及び正弦波の8つのペアの初期位相を定義するのに用いることができる。そして、
公知技術によって重畳伝送を使用し、その結果、各シンボルがその関連する余弦及び正弦
波の合計によって表される。二乗余弦フィルター(又は、平方根二乗余弦フィルター)は、
重畳された波の周波数拡散を制御し、ICIを低減のために用いることができる。信号受信
機は、余弦及び正弦データを重畳された波から抽出できる特定の位置でサンプリングする
ことによって伝送されたシンボルを導き出すことができる。重畳されたデータに関しては
、正弦データがゼロのときだけ余弦値を明白に読むことが出来、そして、逆もまた同様で
ある。これが、周期当たり多くても2つの余弦及び2つの正弦データポイントを提供する。
【０１２０】



(22) JP 5784820 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

　通信方法の例示的な実施形態は、8つの複合螺旋又は従来技術において知られている8つ
の非周期関数にマップされる8つの通信シンボルのセットを代わりに使用することができ
る。通信方法の例示的な実施形態において、4つの複合螺旋、π／２によって互いがシフ
トした位相、及び形状変調率ｍ＝２．４を使用することができる。これら4つの複合体螺
旋は、実数及び虚数波の各々に関する半サイクル上の必要な周波数で、実数及び虚数波の
4つのペアを発生させるために用いることができる。時分割多重化を用いて、4つの波形は
、ペアとなるシンボル虚数波に続く各シンボル実数波を連続させることによって生じさせ
ることができる。その結果、重畳された8-PSK波形と同じ持続期間の複合波が発生する。
シンボル数は、時間反転を用いて、4から8へと2倍にすることができる。これは、8-PSKと
一致する。上記の通りの4つの複合波形の各々に関して、新規な波形は、時間反転虚数波
に続く時間反転実数波を連続させるによって作り出すことができる。ガウスフィルターは
、複合波形の周波数拡散を制御するために用いることができる。信号受信機は、公知の整
合フィルターの技術を使用して伝送信号を同定し、雑音を減らするために、受信した実数
及び虚数データをオーバーサンプリングすることができる。
【０１２１】
　8-PSKは二乗余弦フィルターを使用するが、上述の通信方法の例示的な実施形態はガウ
スフィルターを使用することができる。ICI、出力、実施の複雑さ、複数サンプルにより
平均化されたISIの観点から、ガウスフィルターは二乗余弦フィルターに勝る効果があっ
てもよい。8-PSKは、二乗余弦フィルターの使用を強いられる。その理由は、8-PSK受信機
が信号データを抽出する単一の位置においてISIを最小化するためである。
【０１２２】
　通信方法の例示的な実施形態は、互いが明白に隔てられている実数及び虚数データを有
するため、それらは、受信機において信号を複数回サンプリングするその能力に制限され
るものではない。従って、例示的な実施形態は、受信機のオーバーサンプリングによって
8-PSKよりも効果的に雑音を制御できる一方で、二乗余弦フィルターよりもガウス型を使
用することから利益がもたらされる。
【０１２３】
　公知の整合フィルター信号検出の技術は、通信チャネルの歪が加法性ホワイトガウスノ
イズ(AWGN)のみである通信チャネルに最適化してもよい。しかしながら、それらの効果は
、複数のデータ位置を抽出する能力次第の可能性がある。それは、上述の時分割多重化方
法によって容易になる可能性がある。非AWGNチャネルの信号検出技術は、米国特許出願公
開番号第2011/0150048号に記載され、参照によって本願明細書に組み込まれる。
【０１２４】
　図6は、通信システム600の例示的な実施形態を示し、変調器610、送信機又は送受信機6
20、通信チャネル630、受信機又は送受信機640、そして、復調器650を含めてもよい。復
調器650には、デコーダー652を含ませることができる。変調器610には、エンコーダー612
及びパルス-成形フィルター614を含ませることができる。複数の入力通信シンボル60は、
通信シンボルのセットから得て、非周期関数のセットから選択された複数の関数及び変調
器610を使用して複数の伝送可能な波形に変換し、送信機又は送受信機620を用いて通信チ
ャネル630を通じて伝送させてもよい。
【０１２５】
　入力通信シンボルは、例えば、変調器610に保存してもよく、又は、電子機器から取得
してもよく、若しくはそれによって供給してもよい。非周期関数は、例えば、変調器610
に保存してもよく、又は電子機器から取得してもよい。
【０１２６】
　伝送可能な波形は、受信機又は送受信機640を使用して受信し、複数の出力通信シンボ
ル61を得るために復調器650を使用して復調することができる。出力通信シンボルは、例
えば、ユーザ又は電子装置に伝えることができる。
【０１２７】
　電子装置には、コンピューター可読性媒体、コンピューター、衛星通信装置及び/又は
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モバイル機器(例えばパーソナル携帯情報機器、ラップトップコンピューター又は携帯電
話)を含ませてもよい。電子機器は、例えば、通信シンボルデータ、非周期関数データ及
び/又は伝送可能な波形を、保存、変換、処理、伝送、受信、ユーザに通知、及び/又は、
そうでなければ管理することができる。変調器610、送信機又は送受信機62、受信機又は
送受信機640、復調器650及び電子機器を含む上記の部品のいずれにも、当業者には公知で
ある1又は複数の処理装置及びコンピューター可読性媒体が含まれる。
【０１２８】
　図7は、通信方法の例示的な実施形態700を示す。これには、以下のステップが含まれて
いてもよい：ステップ710において、通信シンボルのセットから選択される複数の入力通
信シンボルを得るステップと、ステップ720において、関数を使用して構築される複数の
伝送可能な波形に複数の入力通信シンボルを変換するステップと、ステップ730において
、通信チャネルを通じて複数の伝送可能な波形を伝送するステップと、ステップ740にお
いて、複数の伝送可能な波形を受信するステップと、ステップ750において、複数の伝送
可能な波形を復調するステップと、ステップ760において、ユーザ又は電子機器に出力通
信信号のセットを伝えるステップ。
【０１２９】
　ステップ710において、複数の入力通信シンボルは、変調器及び/又は電子機器を使用し
て得ることができる。入力通信シンボルは、通信シンボルのセットから選択することがで
きる。例えば、入力通信シンボルのセットには、8つの通信シンボルを含ませることがで
きる。電子機器には、コンピューター可読性媒体、コンピューター、衛星通信装置及び/
又はモバイル機器(例えばパーソナル携帯情報機器、ラップトップコンピューター又は携
帯電話)を含ませることができる。
【０１３０】
　ステップ720において、複数の入力通信シンボルは、変調器を使用して複数の伝送可能
な波形に変換してもよい。上記波形は、関数を使用して構築してもよく、この関数には、
方程式3が含まれるが、これに限定されるものではない。上記関数は、非周期関数のセッ
トから選択することができる。非周期関数は、変調器に保存したり電子機器から得たりし
てもよい。非周期関数のセットは、通信シンボルのセットにマップするか、そのセットに
対応させてもよい。電子機器にはコンピューター可読性媒体、コンピューター、衛星通信
装置及び/又はモバイル機器(例えばパーソナル携帯情報機器、ラップトップコンピュータ
ー又は携帯電話)を含ませてもよい。
【０１３１】
　変調器には、複数の入力通信シンボルを振幅データに変換するエンコーダーと、信号を
帯域制限するパルス整形フィルターとを、含ませてもよい。エンコーダーは、(1)シンボ
ル番号によってインデックスが付けられた参照表からデジタル振幅データを読み取ること
、(2)公知技術のアナログ装置を用いてシンボル系列に等価なアナログ波形を生じさせる
こと、又は、(3)従来技術において知られている任意の他のエンコーディング技術を使用
すること、によって複数の通信シンボルを振幅データに変換することができる。パルス-
成形フィルターは、従来技術において知られているガウスフィルター又は任意の他のフィ
ルターであってもよい。
【０１３２】
　参照表は、非周期関数のセットを通信シンボルのセットにマップしたものであってもよ
い。例えば、参照表には、非周期関数｛Ｆｊ（ｔ）｝の値を含ませることができる。｛Ｆ

ｊ（ｔ）｝は、チャネル特性(例えば雑音及び利用可能な振幅及び周波数帯域)と最適化基
準と、を考慮して選択してもよい。例えば、｛Ｆｊ（ｔ）｝は、許容サンプルの数、出力
使用量及び変復調装置のチップの複雑さに制限が課されつつ、それらの信号-検出整合フ
ィルター間の差を最大にするように選択してもよい。一意の数字コード(例：バイナリコ
ード)は、各｛Ｆｊ（ｔ）｝に関する処理装置によって割り当てられてもよい。それらは
、送信機又は送受信機及び受信機又は送受信機によって取り決められる。
【０１３３】
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　方程式3は、｛Ｆｊ（ｔ）｝に基づいてもよい。一意の数字コードは、振幅、位相、時
間方向、周波数、回転方向及び/又は成長の関数から決定してもよい。例えば、一意の数
字コードは、様々な位相(方程式4のω０)、成長(方程式4のｍ)及び時間方向(方程式4のκ

１又はω１)によって決定してもよい。あるいは、非周期波形の任意のタイプを使用して
もよい。
【０１３４】
　一意の数字コードを用いることにより、複数の入力通信シンボルを、｛Ｆｊ（ｔ）｝か
ら選択される同等の非周期関数列に変換させてもよく、複数の波形を、送信機又は送受信
機を使用して発生させてもよい。
【０１３５】
　ステップ730において、複数の伝送可能な波形は、送信機又は送受信機を使用して通信
チャネルを通じて伝送可能である。複数の伝送可能な波形は、空気、光ファイバーケーブ
ル又は従来技術において知られている任意の他の媒体を伝送できる。通信チャネルは、雑
音、フェード、信号ひずみ又は従来技術において知られている任意の他のチャネル障害を
被る可能性がある。
【０１３６】
　回転反転の利用が容易になるだろうから、二成分伝送を使用してもよい。更に、二成分
内部シンボル時分割多重化は、雑音を平均化するために用いることができ、信号データの
オーバーサンプリングを容易にするために用いることができる。
【０１３７】
　更に、伝送可能な波形の種々の部分は、種々のシンボルに対応させることができる。こ
れによって、従来型の変調技術(例えばQAM技術)と比較して、より高いデータレートが可
能になるだろう。
【０１３８】
　更に、シンボルレートは、シンボルの伝送振幅の実数及び虚数成分の各々に関する二成
分内部シンボル時分割多重化を縮小することによって増加させることができる。
【０１３９】
　伝送された信号の出力特性は、その出力特性を変えるために信号のクレストファクター
を操作することによって変化させてもよい。例えば、クレストファクターは、正弦波形に
指数波形を掛けること及び/又は一般的な螺旋公式のパラメーター「ｍ」を調節すること
によって操作されてもよい。
【０１４０】
　シンボル間の遷移は、シンボル間でシンボル伝送データをヘッド及びテール関数に分割
することによって滑らかにしてもよい。
【０１４１】
　ステップ740において、複数の伝送可能な波形は、受信機又は送受信機を使用して受信
することができる。
【０１４２】
　ステップ750において、複数の伝送可能な波形は、復調器を使用して復調することがで
きる。復調器130には、デコーダー132を含ませてもよい。複数の伝送可能な波形は、各シ
ンボルに対応する振幅データ間隔に分割してもよい。受信機又は送受信機は、伝送された
波形をサンプリングし、｛Ｆｊ（ｔ）｝の値について予め計算された表を検索することよ
ってもたらされる「ｊ」を決定することができる。伝送された波形は、「ｊ」値と一意の
数字コードとの関係から処理装置によってデコードしてもよい。
【０１４３】
　あるいは、主に加法性ホワイトガウスノイズ(AWGN)を含むチャネルに関して言えば、従
来技術において知られている信号検出整合フィルター技術は、信号振幅データを一連の受
信シンボルに変換するために用いることができる。他の障害を有するチャネルに関して言
えば、他のフィルタリング技術を、信号検出整合フィルターに加えて又はその代わりに用
いてもよい。これらの他の技術には、米国特許出願公開番号第2011/0150048号(参照によ
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り本願明細書に組み込まれる)に記載されているものが含まれていてもよい。
【０１４４】
　ステップ760において、出力通信信号のセットは、電子機器又はユーザに伝えることが
できる。電子機器には、コンピューター可読性媒体、コンピューター、衛星通信装置及び
/又はモバイル機器(例えばパーソナル携帯情報機器、ラップトップコンピューター又は携
帯電話)を含ませてもよい。
【０１４５】
　他の例示的な実施形態において、電子機器は、例えば、通信シンボルデータ、非周期関
数データ及び/又は伝送可能な波形を、保存、変換、処理、伝送、受信、ユーザに通知、
及び/又は、そうでなければ管理することができる。
【０１４６】
　前述の記述及び添付の図は、本発明の原理、好ましい実施形態及び動作モードを示して
いる。しかしながら、本発明は、上記特定の態様に限定されるものとして解釈すべきでは
ない。上記実施形態の更なるバリエーションは、当業者によって認識されるだろう。
【０１４７】
　従って、上記実施形態は、制限というよりはむしろ実例であると考えるべきである。従
って、それらの実施形態に対するバリエーションは、添付の請求項に記載の本発明の要旨
を逸脱しない範囲で、当業者によって行なうことができると認識すべきである。

【図１ａ】
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